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Living Information Living Information

く
ら
し

　
　

百
科

問は問い合わせ先です

〜
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
〜

　

平
成
22
年
全
国
地
域
安
全
運
動
を
、

10
月
11
日（
月
）〜
20
日（
水
）ま
で
実

施
し
ま
す
。

　

期
間
中
は
、
防
犯
意
識
を
高
め
る

た
め
の
各
種
活
動
を
展
開
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
運
動
の
重
点

①
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防
止

②
住
宅
を
対
象
と
す
る
侵
入
犯
罪
の

　

防
止

③
万
引
き
や
自
転
車
盗
の
防
止

④
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
防
止

↓
不
振
な
電
話
や
訪
問
に
は
気
を
付

　

け
ま
し
ょ
う
。

問
白
石
警
察
署　

☎
２
５
│
２
１
３
８

　

退
職
（
失
業
）
し
た
と
き
は
、
第

２
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
な
ど
）

か
ら
第
１
号
被
保
険
者（
国
民
年
金
）

へ
の
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
配
偶
者
を
扶
養
し
て
い
た

場
合
は
、
第
３
号
被
保
険
者
（
第
２

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
）
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
へ
の

変
更
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

平
成
22
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険

料
は
月
額
で
１
５
、１
０
０
円
で
す
。

納
付
書
は
手
続
き
後
に
郵
送
さ
れ
、

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
な
ど
で
納
付
で
き
ま
す
。
ま
た
、

口
座
振
り
替
え
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
の
納
付
も
利
用
で
き
ま
す
。

■
月
々
の
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い

　

と
き
は
？

　

退
職
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
場
合
に
は
、「
特
例
免
除
」
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
に
は
、
本
人
や
配
偶

者
、
世
帯
主
の
前
年
中
の
所
得
が
一

定
額
以
下
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

が
、
特
例
免
除
の
場
合
は
、
退
職
し

た
本
人
の
所
得
は
除
外
さ
れ
ま
す
。

●
手
続
き
に
必
要
な
物　

①
印
鑑
、

②
年
金
手
帳
、
③
退
職
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
）、

④
１
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住
所
が

な
か
っ
た
方
は
、
平
成
22
年
度
課
税

証
明
書
を
前
住
所
地
よ
り
取
り
寄
せ

て
く
だ
さ
い
。

※
③
④
は
配
偶
者
と
世
帯
主
の
分
も

必
要
で
す
。
ま
た
、
平
成
21
年
中

の
所
得
を
申
告
し
て
い
な
い
方
は

申
告
が
必
要
で
す
。

■
免
除
と
未
納
で
は
こ
こ
が
違
い
ま
す

①
保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
た
期

間
は
、
納
付
し
た
場
合
の
２
分
の

１
が
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
す

（
平
成
21
年
３
月
以
前
の
全
額
免

除
期
間
は
３
分
の
１
反
映
）。

②
万
が
一
、
病
気
や
事
故
に
遭
い
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
を
請
求
し
よ

う
と
し
た
と
き
、
保
険
料
に
未
納

が
あ
る
と
、
年
金
が
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

③
免
除
に
該
当
し
た
場
合
、
保
険
料

を
10
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
承

認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
納
付

す
る
と
き
は
、
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。
未
納
の
場
合
は
、
２

年
間
し
か
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

※
毎
月
の
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い

と
き
な
ど
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
大
河
原
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
２
４
│
５
１
│
３
１
１
３

　

市
民
課　

☎
２
２
│
１
３
１
２

　

生
活
安
定
の
た
め
、
就
職
に
有
利

な
資
格
を
取
得
す
る
場
合
に
、
母
子

家
庭
の
母
に
対
し
、
高
等
技
能
訓
練

促
進
費
を
支
給
し
ま
す
。

　

対
象
資
格
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所　

☎
２
２
│
１
４
０
０

　

自
動
車
事
故
で
重
度
の
後
遺
症
が

出
た
方
や
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
（
加

害
者
・
被
害
者
問
わ
ず
）
の
ご
家
族

を
救
済
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■
交
通
遺
児
等
育
成
資
金
貸
付
制
度

●
貸
付
金
額
（
無
利
子
）

・
一
時
金　

１
５
５
、０
０
０
円

・
月
額　
　
　

２
０
、０
０
０
円

●
貸
付
要
件　

市
民
税
が
非
課
税
か

均
等
割
の
み
の
世
帯
な
ど

●
対
象
者　

０
歳
〜
中
学
３
年
生

■
介
護
料
支
給
制
度

●
受
給
資
格　

自
動
車
事
故
に
よ

り
、重
度
の
後
遺
障
害
が
出
た
た
め
、

介
護
を
必
要
と
す
る
方

●
支
給
額　

月
額
２
９
、２
９
０
円

〜
１
３
６
、８
８
０
円
（
障
害
の
程

度
や
、
介
護
費
用
に
応
じ
て
支
給
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

自
動
車
事
故
対
策
機
構
仙
台
主
管
支
所

☎
０
２
２
│
２
０
４
│
９
９
０
２

■
交
通
事
故
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

交
通
事
故
に
遭
い
相
談
先
に
お
困

り
の
方
へ
、
電
話
で
各
種
サ
ー
ビ
ス

を
ご
案
内
し
ま
す
。

☎
０
５
７
０
│
０
０
０
７
３
８

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
自
動
車
事
故
に
よ
り
、
重
度
の
精
神

神
経
障
害
が
残
っ
た
方
の
入
院
施
設

と
し
て
、
東
北
療
護
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
２
２
│
２
４
７
│
１
１
７
１
）
が

あ
り
ま
す
。

ご
存
じ
で
す
か
？

自
動
車
事
故
被
害
者
の
救
済
制
度

11
月
30
日
ま
で
は

秋
の
農
作
業
安
全
運
動
期
間
で
す

　

裁
判
所
の
調
停
委
員
が
、
調
停
に

関
す
る
手
続
き
案
内
を
行
い
ま
す
。

調
停
の
仕
組
み
や
申
し
立
て
の
仕
方

な
ど
に
つ
い
て
も
ご
説
明
し
ま
す
。

　

手
続
き
案
内
は
無
料
で
、
予
約
も

不
要
で
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時　
10
月
23
日（
土
）10
時
〜
15
時

●
場
所　
丸
森
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
丸
森
町
字
鳥
屋
１
２
０
）

●
相
談
内
容　

離
婚
、
親
権
、
遺
産

分
割
、
土
地
・
建
物
、
消
費
者
金
融
、

交
通
事
故
な
ど
の
問
題

問
大
河
原
調
停
協
会
事
務
局

　
（
仙
台
地
方
裁
判
所
大
河
原
支
部
内
）

　

☎
０
２
２
４―

５
２―

２
１
０
１

無
料
調
停
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

〜
見
た
つ
も
り
点
検
ミ
ス
が
事
故
招
く
〜

　

過
去
10
年
間
の
県
内
の
農
作
業
死

亡
事
故
は
１
０
８
件
で
、
そ
の
う
ち

の
78
㌫
は
転
倒
・
転
落
で
す
。
特
に

乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
で
の
死
亡
事
故
が

46
㌫
と
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
安
全

な
農
作
業
を
心
掛
け
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
万
が
一
の
事
故
に
備
え
て
労

災
保
険
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。
労
災

保
険
は
、
雇
用
労
働
者
の
業
務
災
害

時
の
補
償
を
目
的
と
す
る
公
的
保
険

で
す
。
詳
し
く
は
、
お
近
く
の
Ｊ
Ａ

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
仕
事
前
に
も
う
一
度
確
認
！

①
機
械
や
道
具
の
点
検
・
整
備

②
休
憩
を
取
れ
る
無
理
の
な
い
作
業

③
路
肩
の
状
況
を
確
認

④
農
作
業
や
機
械
作
業
に
適
し
た
服
装

⑤
ほ
場
の
出
入
り
、
あ
ぜ
越
え
は
慎
重
に

⑥
点
検
・
調
整
時
は
、
必
ず
エ
ン
ジ

　

ン
停
止

⑦
反
射
板
の
装
着
、
点
検　

●
主
催　

農
作
業
安
全
運
動
推
進
宮

城
県
本
部

問
農
林
課　

☎
２
２
│
１
２
５
３

市
民
バ
ス「
小
原
線
」の
運
行
を

開
始
し
ま
す

　
（
株
）ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス
の
路
線
バ
ス

「
七
ヶ
宿
線
」
が
、
９
月
30
日
を
も

っ
て
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
代

替
交
通
機
関
と
し
て
、
10
月
１
日
か

ら
「
白
石
蔵
王
駅
⇅
小
原
江
志
前
」

間
を
、
市
民
バ
ス
「
き
ゃ
っ
す
る
く

ん
」
が
運
行
し
ま
す
。

　

平
日
４
往
復
（
８
便
）
で
、
火
・

木
曜
日
は
１
日
１
往
復
（
２
便
）
が

上
戸
沢
ま
で
運
行
し
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
運
賃
（
１
乗
車
に
つ
き
）

・
一
般　

２
０
０
円

・
70
歳
以
上
・
高
校
生　

１
０
０
円

・
中
学
生
以
下
・
障
害
者　

無
料

※
お
得
な
回
数
券
（
１
０
０
円
券
11

枚
綴
り
）
を
１
、０
０
０
円
で
販

売
し
て
い
ま
す
。

問
企
画
情
報
課　

☎
２
２
│
１
３
２
４

会
社
を
辞
め
た
と
き
は
国
民
年
金
の
手
続
き
が
必
要
で
す
！

10
月
11
日
は「
安
全
・
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
の
日
」で
す

「
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業
」を

開
始
し
ま
す

　

総
務
省
で
は
、
行
政
相
談
制
度
の

利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
行
政
機
関

や
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
な
ど

へ
の
苦
情
や
意
見
、
要
望
と
い
っ
た

ご
相
談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手

伝
い
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
行
政
相
談
員
の
島し

ま
ぬ
き貫

征ゆ
き

夫お

さ
ん
と
梶か
じ
か
わ川
み
つ
子こ

さ
ん
が
、

市
庁
舎
で
の
定
例
相
談
の
ほ
か
、
自

宅
で
皆
さ
ん
の
ご
相
談
に
随
時
応
じ

て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
相
談

内
容
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
10
月
の
定
例
相
談
は
14
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
巡
回
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

●
日
時　

10
月
23
日（
土
）

　

13
時
〜
15
時

●
場
所　

小
原
公
民
館

問
生
活
環
境
課　

☎
２
２
│
１
３
１
４

10
月
18
日
か
ら
24
日
は
秋
の

行
政
相
談
週
間
で
す

●
日
時　
10
月
９
日（
土
）10
時
〜
15
時

●
場
所　

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

●
相
談
内
容　

相
続
、
遺
言
、
成
年

後
見
制
度
、
契
約
な
ど
民
事
上
の
権

利
義
務
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
家

庭
内
の
諸
問
題
な
ど

問
宮
城
県
行
政
書
士
会

　

仙
南
支
部　

福ふ
く
し
ま島

　

☎
０
２
２
４
│
６
３
│
５
７
７
９

「
行
政
書
士
に
よ
る
無
料
法
務

相
談
会
」を
開
催
し
ま
す

　

私
人
間
の
権
利
・
義
務
を
明
確
に

し
、
争
い
を
未
然
に
防
止
す
る
の
が

公
証
制
度
で
す
。

　

遺
言
や
任
意
後
見
、
離
婚
（
養
育

費
や
慰
謝
料
）、
金
銭
・
土
地
建
物

の
貸
借
、
不
動
産
の
売
買
な
ど
の
大

切
な
契
約
は
、
法
務
大
臣
が
任
命
し

た
法
律
の
専
門
家
「
公
証
人
」
が
作

成
し
た
、「
公
正
証
書
」
に
し
て
お

く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
河
原
公
証
役
場（
大
河
原
郵
便
局
隣
）

　

☎
０
２
２
４
│
５
３
│
２
２
６
５

10
月
１
日
〜
７
日
は「
公
証
週
間
」で
す

　

平
成
22
年
６
月
分
か
ら
９
月
分
ま

で
の
子
ど
も
手
当
を
、
受
給
者
の
方

へ
振
り
込
み
ま
す
。10
月
５
日
以
降
、

該
当
す
る
金
融
機
関
で
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

※
現
況
届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い

方
は
、
金
融
機
関
へ
の
振
り
込
み

が
で
き
ま
せ
ん
。
至
急
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
子
ど
も
家
庭
課　

☎
２
２
│
１
３
６
３

10
月
は
子
ど
も
手
当
の
支
給
月
で
す

障
害
を
お
持
ち
の
方
へ

各
種
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か
？

①
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重
度

の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
、
在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

※
施
設
入
所
者
や
３
カ
月
以
上
の
入

院
者
は
除
き
ま
す
。

●
手
当
月
額　

２
６
、４
４
０
円

②
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障
害

が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
、
在
宅
の

20
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
障
害
年
金
受
給
者
や
施
設
入
所
者

は
除
き
ま
す
。

●
手
当
月
額　

１
４
、３
８
０
円

※
各
手
当
と
も
、
本
人
や
扶
養
義
務

者
の
所
得
制
限
な
ど
の
要
件
が
あ

り
ま
す
。
手
続
き
に
必
要
な
書
類

な
ど
は
福
祉
事
務
所
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
福

祉
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所　

☎
２
２
│
１
４
０
０

　

取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器

は
、
検
査
を
受
け
な
い
と
使
用
で
き

ま
せ
ん
。
必
ず
検
査
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。
新
し
い
計
量
器
も
「
免
除
」

の
シ
ー
ル
を
張
り
ま
す
の
で
、
検
査

会
場
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
検
査
日
時
と
対
象
地
区

①
10
月
13
日（
水
）10
時
〜
15
時

　

越
河
、
斎
川
、
大
平
、
大
鷹
沢
、

　

白
川
、　

小
原
地
区

②
10
月
14
日（
木
）10
時
〜
15
時 

　

福
岡
、
白
石
地
区
（
南
町
・
田
町
・

　

本
町
・
中
町
自
治
会
）

③
10
月
15
日（
金
）10
時
〜
15
時

　

白
石
地
区
（
南
町
・
田
町
・
本
町
・

　

中
町
自
治
会
を
除
く
）

●
場
所　

市
庁
舎
駐
車
場
（
車
庫
）

※
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
都
合
の
い

い
日
時
に
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課　

☎
２
２
│
１
３
２
１

　

宮
城
県
計
量
検
定
所

　

☎
０
２
２
│
２
４
７
│
１
６
４
１

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査
を

実
施
し
ま
す

「
オ
ス
メ
イ
ト
相
談
会
」を

開
催
し
ま
す

　
（
社
）日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
宮
城

県
支
部
で
は
、
県
内
の
オ
ス
メ
イ
ト

（
人
工
肛こ
う
も
ん門

・
人
工
膀ぼ

う
こ
う胱

保
有
者
）

や
そ
の
家
族
を
対
象
と
し
た
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
10
月
30
日（
土
）13
時
〜
16
時

●
場
所　
名
取
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ

●
内
容　

術
後
の
ケ
ア
、
装
具
、
社

会
生
活
な
ど
に
関
す
る
相
談

●
講
師　

宮
城
県
社
会
保
険
病
院
看

護
師　

大お
お
あ
み網

さ
お
り
氏

問
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
宮
城
県
支
部

　

☎
０
２
２
８
│
３
２
│
４
２
３
４


